
愛媛労働局からのお知らせ

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
（フリーランス・事業者間取引適正化等法）が可決成立しました

令和５年２月24日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（フリーランス・事業者間
取引適正化等法）（令和５年度法律第25号。以下｢法｣という。）が第211回国会に提出され、４月28日
に可決成立し、５月12日に公布されました。
法は、公布の日から起算して１年６か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとさ

れており、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の
明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付
けられることとなります。

法の内容は、厚生労働省ホームページをご覧ください →


